
 

 

 

受
付
番
号 

受
付
月
日 

東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 1 

議席番号 番 氏 名 

会派名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 行政手続きの

デジタル化につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 9月に発足した菅内閣の目玉政策の一つが

行政のデジタル化を推し進める「デジタル庁」

の創設を伴うデジタルトランスフォーメーシ

ョンへの転換である。ICTやデータの活用は先

進国に比べ大きく遅れており、特に目立つの

は行政のデジタル化だと指摘されている。パ

ソコンやスマートフォンなどからも完結でき

る行政手続きは、全国平均で、わずか 7％程度

との報道もある。本町においても国に歩調を

合わせて、行政手続きのオンライン化・電子

処理化、ネットの配信の強化により、役場に

行かずに必要な行政サービスの申し込みデー

タの提供が受けられる環境整備が必要だと考

える。本町としてデジタル化に向けての取り

組みを伺う。 

ア マイナンバーカードを活用したワンスト

ップサービス「マイナポータル・ぴったり

サービス」の導入等、現在の取り組みを伺

う。 

イ 本町におけるマイナンバーカードの普及

状況を伺う。 

ウ キャッシュレスの利用状況について伺

う。 

エ マイナンバーカードの普及、キャッシュ

レスの利用率向上への今後の取り組みを伺

う。 

オ 行政手続きのオンライン化を推進するに

あたり「マイナポータル・ぴったりサービ

ス」の活用が大変に有効と考えられるがい

かがか。 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 川  淳  

高 木 佳 子 

○ ○ ○ ○ 

７ 
      １１月１３日 

午前・午後  １１時４５分 

 

 1 

公明党 

○○○○○○○○○○ 



 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 2 １番 氏名 高 木 佳 子 

 

２ 町立和合保育園

の建て替えについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 令和元年10月策定の保育所等長寿命化計画

によると、和合保育園の整備方針については、

「セントラル開発の進捗を見据え、私立の保

育所又は認定こども園を和合保育園の周辺地

域に誘致」とある。和合保育園の建て替えに

ついて確認をさせていただきたい。 

ア 東郷町が保育園用地を取得し、園舎建設

及び保育園運営は民間なのか、保育園用地

の取得、園舎建設、保育運営すべてが民間

なのか、誘致にあたっての具体的な考えを

伺う。 

イ 令和 2年度当初予算に(仮称)新和合保育

園整備事業として 143万５千円が計上され

ている。事業内容は「令和 5年開所に向け、

保育園用地の測量等、必要な準備を進める」

とある。その進捗状況を伺う。 

ウ 令和 5年に(仮称)新和合保育園が開所に

なれば、既存の和合保育園は役目を終える

ことになる。では、その後和合保育園の跡

地利用について、どのように考えているか

伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


